
株 主 各 位

第100回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項（交付書面省略事項）

・事業報告
「主要な営業所および工場等」
「従業員の状況」
「会計監査人に関する事項」
「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当社
およびその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保
するための体制および当該体制の運用状況」

・連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」

・計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

上記事項の内容は、法令および当社定款第19条の規定にもとづき、書面
交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しており
ません。
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主要な営業所および工場等（2023年３月31日現在）
（１）当社

名称 所在地

大 阪 本 社 大 阪 府 大 阪 市

四 日 市 工 場 三 重 県 四 日 市 市

中 央 研 究 所 滋 賀 県 草 津 市

東 京 支 店 東 京 都 千 代 田 区

中 部 支 店 三 重 県 四 日 市 市

シ ン ガ ポ ー ル 支 店 シ ン ガ ポ ー ル

札 幌 営 業 所 北 海 道 札 幌 市

仙 台 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市

福 岡 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市

（２）子会社
名称 所在地

石 原 バ イ オ サ イ エ ン ス 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区

I S K A M E R I C A S I N C O R P O R A T E D 米 国 オ ハ イ オ 州

I S K B I O S C I E N C E S E U R O P E N . V . ベ ル ギ ー

石 原 テ ク ノ 株 式 会 社 大 阪 府 大 阪 市

富 士 チ タ ン 工 業 株 式 会 社 兵 庫 県 神 戸 市

石原エンジニアリングパートナーズ株式会社 三 重 県 四 日 市 市

従業員の状況（2023年３月31日現在）

事業セグメント 従業員数 前期末比増減

無 機 化 学 事 業 975名 17名増

有 機 化 学 事 業 565名 7名減

そ の 他 の 事 業 122名 1名増

全 社 （共 通） 106名 7名増

合 計 1,768名 18名増

（注） 従業員数は就業人員であり、全社（共通）には特定のセグメントに区分できない本社の管理部門等に所属する
従業員を記載しております。
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会計監査人に関する事項
（１）会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人

（２）報酬等の額
区分 金額（百万円）

当事業年度に係る報酬等の額 70

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 85

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報
酬の額を区分しておらず、また、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載して
おります。

２. 当 社 の 重 要 な 子 会 社 の う ち、ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. は Ernst & Young,Reviseurs
d'Entreprises の監査を受けております。

３. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の
監査計画、監査の実施状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等に
ついて会社法第399条第１項の同意を行っております。

（３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ
る場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査
役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨
と解任の理由を報告いたします。
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取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務な
らびに当社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制および当該体制の
運用状況

当社は、当社およびその子会社からなる企業集団（以下当社グループという。）の取締役の職
務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するた
めの体制について、その基本方針を取締役会で以下のとおり決議しております。

（１）当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
① 当社は、法令・ルールや社会規範を遵守するコンプライアンス前提の企業経営を推進する。
② 当社は、コンプライアンスの重要性を明確化した「石原産業グループ構成員行動規範」を制
定し、取締役および使用人に徹底する。

③ 当社は、コンプライアンス担当取締役を責任役員とするコンプライアンス委員会を設置し、
コンプライアンス体制の整備・維持を図る。

④ 当社は、取締役および使用人が法令および定款等に違反する行為またはそのおそれがある行
為を発見したときは、通報しなければならないこと、ならびに通報内容を秘守し、通報者に
対して不利益な扱いを行わないことを定める。

⑤ 当社は、代表取締役社長に直属する部署として内部監査室を設置し、定期的に監査する。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会の議事録、稟議書等の取締役の職務の執行に関わる重要文書については、法
令および定められた社内規程に基づき適切に保存および管理を行う。

（３）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、当社のリスク管理に関する基本的事項を定めた「リスク管理規程」に基づき、事業
を取り巻くさまざまなリスクから生じる損失発生の未然の防止に努める。

② 業務の遂行過程において生じる各種リスクは、それぞれの業務執行部門が個別にリスクを認
識し、その把握と管理を行う。

③ 当社の経営または事業活動に重大な影響を与える緊急事態が発生したときには、リスク管理
規程に基づき企業リスク管理委員会が、業務執行部門を統括管理して事態の収拾、解決にあ
たる。

（４）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役会を毎月開催し、重要事項に関する決定および取締役の職務執行状況の監督
等を行う。経営および業務執行に関する重要な事項については、関係の取締役によって構成
される経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会にて意思決定を行う。

② 当社は、会社として達成すべき目標を明確な計数目標として明示することにより、経営効率
の向上を図る。

③ 取締役は、取締役会で定められた担当および職務の分担に従い、担当する業務執行の進捗状
況について、取締役会において報告する。

（５）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 当社は、関係会社の業務執行に関する基本方針と管理に関する諸手続きを定めた「関係会社
管理規程」に基づき、適正なグループ経営を確保する。

② 子会社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社に対して、その営業成績、財務状況その他
の重要な情報について、定期的に報告するものとする。

③ 子会社は、当社が定めた「リスク管理規程」に準拠し、事業を取り巻くさまざまなリスクか
ら生じる損失発生の未然の防止に努めるとともに、緊急事態が発生したときには、当社に直
ちに報告し、事態の収拾、解決にあたる。

④ 子会社は、当社が定めた「石原産業グループ構成員行動規範」に準拠し、法令・ルールや社
会規範を遵守し、子会社においても当社内部通報制度を適用する。
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（６）監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
① 監査役が、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、その人事につき
取締役と監査役が協議し、補助すべき使用人を置くこととする。

② 監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、その任命、異動、評価については、監査役会
の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。

③ 監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命
令に従わなければならない。

（７）当社グループの取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報
告に関する体制ならびに当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けないことを確保す
るための体制
① 当社の監査役は、取締役会、経営会議をはじめ重要な会議へ出席するとともに、稟議書等重
要な決裁文書を閲覧する。

② 当社の取締役および使用人は、当社の監査役に対して監査役または監査役会への報告に関す
る規程等に従い、必要な報告および情報提供を行う。

③ 子会社の取締役、監査役および使用人は、当社の監査役に対して監査役または監査役会への
報告に関する規程等に従い、必要な報告および情報提供を行う。

④ 当社は、当社の監査役へ報告を行った当社の取締役、使用人および子会社の取締役、監査
役、使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、
その旨を当社グループの取締役、監査役および使用人に周知徹底する。

（８）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払
等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監
査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理す
る。

（９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役社長は、監査役と定期的な会合をもち、監査役の監査の環境整備等について意見
を交換し、相互の意思疎通を図るものとする。

② 取締役は、監査が実効的に行われるため、監査役と内部監査室が緊密な連携をとる機会を確
保する。

（10）財務報告の信頼性を確保するための体制
当社および関係会社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法およびその他関係
法令に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適切な運用を行うとともに、それを評価するた
めの体制を確保する。

（11）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制
① 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切のかかわりを持たないこ
とを基本とし、不当な要求等には妥協せず、毅然とした態度で対処する。

② 反社会的勢力との関係を遮断するため、総務担当部署を対応部署とし、警察当局や顧問弁護
士等の外部専門機関と連携を図るとともに、平素から関連情報を収集し、不測の事態に対応
できる体制を整える。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
当事業年度における運用状況の概要は、以下のとおりであります。

（１）コンプライアンスについて
① 当社は年２回「コンプライアンス委員会」を開催し、企業理念に則ったコンプライアンスの
実践体制やコンプライアンス教育の実施状況などを確認し、議論しております。

② 「石原産業グループ構成員行動規範」では、構成員がコンプライアンス違反やその可能性が
あることを発見し職制を通じた解決や改善が困難な場合は、通報窓口へ報告することを求め
ております。

（２）取締役の職務執行について
① 当社は「社則」および「取締役会規則」に基づき、取締役会を原則月１回開催しているほ
か、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営方針や重要な業務執行に関
する事項については、事前に経営会議で十分に審議したうえで、取締役会にて審議・決議し
ております。

② 当社は目標とするグループ経営計画を定め、目標達成のために必要な施策を明確化し、取締
役会でその進捗状況を確認しております。

③ 当社は取締役会議事録等の取締役の職務執行に関する重要文書について、法令および「文書
取扱規程」等の社内規程に基づき、適切に保存管理しております。

（３）リスク管理体制について
① 当社は、リスクアセスメントを実施し、リスクを適切に評価し、当社グループにとって最良
の結果が得られるよう、リスクの影響度と発生可能性に応じ、リスクの回避、軽減および移
転その他必要な措置を事前に講じております。

② 当社は、代表取締役社長を委員長とする「企業リスク管理委員会」を年２回開催し、リスク
アセスメントの結果の確認、当社の事業活動に重大な影響を与える「対策優先リスク」の選
定、それら対策について審議・決議しております。審議の結果は、取締役会に報告しており
ます。

③ 災害等のリスクに対しては、定期的に訓練を実施しております。

（４）グループ管理体制について
① 当社は「関係会社管理規程」に基づき、一定の要件を満たす子会社から重要な業務執行に関
わる事前の承認申請または報告を受ける体制を整備するなど、適正なグループ経営体制を確
保しております。

② 当社は「内部監査規程」に基づき、必要に応じ関係会社に対し監査を実施しております。

（５）監査役の職務の執行について
① 監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程および職務
の執行状況を把握し、必要に応じて取締役等に対して説明を求め、または意見を述べており
ます。

② 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、対処すべき課題等についての意見交換な
どを行って相互の意思疎通を図っております。また、監査役は、監査職務の執行にあたり、
内部監査室と定期的に会合をもつ等、連携しており、組織的かつ効率的な監査の実施に努め
ております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
備考
本事業報告に記載の金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位 百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当期首残高 43,420 10,627 38,592 △734 91,905
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － △1,438 － △1,438
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － － 6,947 － 6,947

自 己 株 式 の 取 得 － － － △2,003 △2,003
自 己 株 式 の 処 分 － 26 － 28 54
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) － － － － －

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － 26 5,509 △1,975 3,560
当期末残高 43,420 10,653 44,102 △2,710 95,466

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当期首残高 405 △297 △143 △36 91,869
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － △1,438
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － － － － 6,947

自 己 株 式 の 取 得 － － － － △2,003
自 己 株 式 の 処 分 － － － － 54
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △21 1,607 414 2,001 2,001

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △21 1,607 414 2,001 5,562
当期末残高 384 1,309 271 1,965 97,431
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てにより表示しております。
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連結注記表
１．継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
17社
国 内 石原バイオサイエンス㈱、石原テクノ㈱、富士チタン工業㈱、

石原エンジニアリングパートナーズ㈱
在 外 ISK AMERICAS INCORPORATED、ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.、

台湾石原産業(股)
② 主要な非連結子会社の名称

ISK BIOSCIENCES KOREA LTD.
非連結子会社16社はいずれも小規模会社であり、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた
め、連結の範囲から除外しております。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の数及び名称
３社 CERTIS BELCHIM B.V.、ホクサン㈱、SUMMIT AGRO USA,LLC

② 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称
ISK BIOSCIENCES KOREA LTD.

非連結子会社16社及び関連会社２社については、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か
つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
国内連結子会社の決算日は、全て３月31日であります。また、在外連結子会社の決算日は、全て12月31日であ
ります。連結計算書類の作成にあたっては、当該計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ
いては、必要な調整を行っております。

（4）会計方針に関する事項
① 資産の評価基準及び評価方法
有価証券 その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定しております。）

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法
デリバティブ 時価法
棚 卸 資 産 通常の販売目的で保有する棚卸資産

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定しております。）

② 固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

主として定額法によっております。

無 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法によっております。

リ ー ス 資 産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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③ 引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権及び破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しており
ます。

環境安全整備引当金 環境整備及び安全整備に係る費用の支出に備えるため、その見積額を計上しておりま
す。
なお、四日市工場内の土壌・地下水汚染修復対策の費用、埋設物の措置費用を計上し
ております。

修 繕 引 当 金 特定設備に係る修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき、当連結会
計年度に負担すべき費用を計上しております。

事業撤退損失引当金 有機化学事業（ヘルスケア）におけるバイオ医薬品ＨＶＪ－Ｅ開発事業からの撤退に
要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき計上しております。

④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

⑤ ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約は振当処理に、
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

⑥ 退職給付に係る会計処理の方法
ア）退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
主として期間定額基準によっております。

イ）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理して
おります。

⑦ 収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識
する通常の時点は以下の通りであります。
当社グループは、主に無機化学事業製品及び有機化学事業製品の製造販売を行っております。製品の販売に係
る収益は、主として顧客が当該製品に対する支配を獲得する製品の引渡時点において履行義務が充足されると
判断しており、通常は製品の引渡時点で認識しております。
また、請負工事契約においては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る
進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、
予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合
理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益
を認識しております。
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３．会計方針の変更に関する注記
米国財務会計基準審議会会計基準編纂書（ASC）第842号「リース」の適用
米国会計基準を採用している海外関係会社において、ASC 第842号「リース」を、当連結会計年度より適用し
ております。
これにより、借手のリース取引については、原則として全てのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上
することとしました。
なお、当連結計算書類に与える影響は軽微であります。

４．表示方法の変更に関する注記
（1）連結貸借対照表関係
① 前連結会計年度において、流動資産の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」（前連結会計年度

1,000百万円）については、重要性が高まったため当連結会計年度から区分掲記しております。
② 前連結会計年度において、流動負債の「支払手形及び買掛金」に含めておりました「電子記録債務」（前連結会

計年度1,058百万円）については、重要性が高まったため当連結会計年度から区分掲記しております。

（2）連結損益計算書関係
前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却益」（前連結会計年度
41百万円）については、重要性が高まったため当連結会計年度から区分掲記しております。

５．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 7,308百万円

その他見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法
将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより繰延税金
資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りはその時点での将来の事業計画を基礎としておりま
す。

② 主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、将来の販
売数量の予測、販売価格・原料価格の推移によっております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
主要な仮定の一つである予想売上高は、見積りの不確実性が高く、売上高が変動することに伴い、課税所得の
見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。な
お、将来の事業計画の前提となっている将来の予想売上高が減少した場合には、繰延税金資産の取崩しが発生
する可能性があります。
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６．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 128,559百万円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

（2）担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
投 資 有 価 証 券 37百万円
建 物 及 び 構 築 物 9,424百万円
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 15,589百万円
土 地 868百万円
有 形 固 定 資 産 そ の 他 459百万円

計 26,378百万円
なお、上記のうち財団抵当に供している有形固定資産の合計額は25,836百万円であり、その種類は全てに亘って
おります。

担保に係る債務
短 期 借 入 金 6,540百万円
１年内返済予定の長期借入金 2,940百万円
長 期 借 入 金 8,989百万円

計 18,469百万円

（3）受取手形割引高 127百万円

（４）保証債務
該当事項はありません。

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数に関する事項

普 通 株 式 40,383,943株

（2）当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び株式数に関する事項
普 通 株 式 2,243,479株

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日

2022年６月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 1,438百万円 36円00銭 2022年３月31日 2022年６月29日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日

2023年６月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 1,601百万円 42円00銭 2023年３月31日 2023年６月29日

８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、国内外における事業遂行のために、設備投資計画等に照らして必要な資金を銀行等金融機関か
らの借入及び社債の発行により調達しております。一時的な余剰資金は安全性の高い短期的な預金等に限定して
運用しております。デリバティブについては、実需に基づいて発生するリスクの範囲に限定しており、投機目的
による取引は行わない方針であります。
受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る取引先の信用リスクに対しては、与信管理規程に沿ってリスク低減を
図っております。また、投資有価証券の市場価格の変動リスク等に対しては、定期的に時価や発行体の財務状況
等を把握しております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、一部の借入金の金利変動リスクに対しては金利スワップ取引
を利用しております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等（非上場株式 連結貸借対照表計上額6,871百万円）は、「その他有価証券」には含
めておりません。
また、「現金」は注記を省略しており、「預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛
金」、「電子記録債務」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
であることから、注記を省略しております。

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（１）投資有価証券
その他有価証券 1,234百万円 1,234百万円 ―

（２）１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 34,604百万円 34,630百万円 26百万円
（３）デリバティブ取引（＊） 16百万円 16百万円 ―
（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては（ ）で示しております。

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分
類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 1,234百万円 ― ― 1,234百万円

デリバティブ取引 ― 16百万円 ― 16百万円
② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 ― 34,630百万円 ― 34,630百万円

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ
ベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベ
ル２の時価に分類しております。
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（下記「１年内返済予定の長期借入金及び長期
借入金」参照）。
１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価
値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金は金利スワ
ップの特例処理の対象とされており（上記「デリバティブ取引」参照）、当該金利スワップと一体として処理さ
れた元利金の合計額を用いて算定しております。
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９．賃貸等不動産に関する注記
重要性が乏しいため注記を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,554円 54銭
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 175円 75銭

※１株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。
純 資 産 の 部 の 合 計 額 97,431百万円
純 資 産 の 部 の 合 計 額 か ら 控 除 す る 金 額 ―
普通株式に係る連結会計年度末の純資産額 97,431百万円
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 38,140千株

※１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。
連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益 6,947百万円
普 通 株 主 に 帰 属 し な い 金 額 ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 6,947百万円
普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 39,532千株

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

12．収益認識に関する注記
（1） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社グループの報告セグメントを地域
別に分解した場合の内訳は、以下の通りです。

報告セグメント
合計

無機化学事業 有機化学事業 その他の事業

日本 40,397百万円 13,015百万円 2,978百万円 56,391百万円

アジア 19,165百万円 7,334百万円 1百万円 26,501百万円

米州 3,320百万円 25,117百万円 15百万円 28,453百万円

欧州 1,547百万円 17,924百万円 ― 19,471百万円

その他の地域 48百万円 372百万円 ― 421百万円

外部顧客への売上高 64,479百万円 63,764百万円 2,995百万円 131,238百万円

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① 製品の販売に係る収益
当社グループでは、主に無機化学事業製品及び有機化学事業製品を顧客に供給することを履行義務としており、
原則として顧客が当該製品に対する支配を獲得する製品の引渡時点において、主として履行義務が充足される
と判断し、通常は製品の引渡時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」
第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移
転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。当該収益は、顧客と
の契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等において顧客に支払われる対価等を控除し
た金額で測定しております。

② 請負工事契約に係る収益
当社グループでは、その他の事業における請負工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足され
ると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の
期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、
履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込
まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

③ 代理人取引に係る収益
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履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、顧客との約束が財又はサービスを当該他の当事
者によって提供されるように企業が手配する履行義務であると判断され、企業が代理人に該当するときには、
他の当事者により提供されるように手配することと交換に企業が権利を得ると見込む対価の純額を収益として
認識しております。
なお、本人と判断する指標として以下の３点を考慮しております。
・当該財又はサービスを提供するという約束の履行に対して主たる責任を有していること。
・当該財又はサービスが顧客に移転される前、又は顧客への支配の移転の後に、連結会社が在庫リスクを有し
ていること。
・当該財又はサービスの価格の設定において、裁量権を有していること。

（3）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、主に請負工事契約に関連して進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金であり、
顧客の検収を受け、請求した時点で売掛金に振り替えられます。
契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した対価に関連するものであり、当社グループが契約に基づき
履行した時点で収益に振り替えられます。
前連結会計年度末における契約負債残高はすべて、当連結会計年度の収益として認識しております。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、
記載を省略しております。

13．その他の注記
（１）減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
場所 用途 種類 減損損失

富士チタン工業株式会社
（神奈川県平塚市） 製造設備

機械装置及び運搬具、
建設仮勘定、ソフトウェア、
そ の 他

63百万円

① 資産のグルーピング方法
当社及び連結子会社は、減損損失の算定にあたり、事業及び製造工程の関連性により資産のグルーピングを行
っておりますが、賃貸不動産や将来の使用が廃止された遊休資産など、独立したキャッシュ・フローを生み出
すと認められるものは、個別の資産グループとしております。また、本社、研究開発施設及び厚生施設等、特
定の事業との関連が明確でない資産については、共用資産としております。

② 減損損失の認識に至った理由
当社の連結子会社である富士チタン工業株式会社は、平塚工場におけるチタン酸バリウム事業の将来キャッシ
ュ・フローが見込めないことなどから、減損損失を計上しました。

③ 回収可能価額の算定方法
上記工場設備については、将来キャッシュ・フローが見込めないため、回収可能額を零と算定し、備忘価額ま
で減額しております。

④ 固定資産の種類ごとの減損損失の金額の内訳
種類 富士チタン工業株式会社

機械装置及び運搬具 33百万円
建 設 仮 勘 定 28
ソ フ ト ウ ェ ア 0
そ の 他 0

（２）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位 百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当期首残高 43,420 9,155 641 9,796 469 21,845 22,314 △238 75,293
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － － △1,438 △1,438 － △1,438
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う
利 益 準 備 金 の 積 立 － － － － 143 △143 － － －

当 期 純 利 益 － － － － － 7,623 7,623 － 7,623
自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － － △2,003 △2,003
自 己 株 式 の 処 分 － － 26 26 － － － 28 54
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額) － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － 26 26 143 6,041 6,185 △1,975 4,236
当期末残高 43,420 9,155 667 9,822 613 27,886 28,500 △2,213 79,530

評価・換算差額等

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 266 266 75,559
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － △1,438
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う
利 益 準 備 金 の 積 立 － － －

当 期 純 利 益 － － 7,623
自 己 株 式 の 取 得 － － △2,003
自 己 株 式 の 処 分 － － 54
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額) △22 △22 △22

事業年度中の変動額合計 △22 △22 4,214
当期末残高 243 243 79,774
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てにより表示しております。
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個別注記表
１．継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

有価証券 子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの………………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法

デリバティブ 時価法
棚 卸 資 産 通常の販売目的で保有する棚卸資産

総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定しております。）

（2）固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

定額法によっております。

無 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法によっております。

リ ー ス 資 産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権及び破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき
計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ
る方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。過去勤
務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用
処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結
貸借対照表と異なります。

環境安全整備引当金 環境整備及び安全整備に係る費用の支出に備えるため、その見積額を計上しております。
なお、四日市工場内の土壌・地下水汚染修復対策の費用、埋設物の措置費用を計上して
おります。

修 繕 引 当 金 特定設備に係る修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき、当事業年度
に負担すべき費用を計上しております。

事業撤退損失引当金 有機化学事業（ヘルスケア）におけるバイオ医薬品ＨＶＪ－Ｅ開発事業からの撤退に要
する支出に備えるため、その支出見込額に基づき計上しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の
時点は以下の通りであります。
当社は、主に無機化学事業製品及び有機化学事業製品の製造販売を行っております。製品の販売に係る収益は、
主として顧客が当該製品に対する支配を獲得する製品の引渡時点において履行義務が充足されると判断しており、
通常は製品の引渡時点で認識しております。

（5）ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処
理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

３．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

４．表示方法の変更に関する注記
（1）貸借対照表関係
① 前事業年度において、流動資産の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」（前事業年度393百万円）に
ついては、重要性が高まったため当事業年度から区分掲記しております。

② 前事業年度において、流動負債の「支払手形」に含めておりました「電子記録債務」（前事業年度253百万円）に
ついては、重要性が高まったため当事業年度から区分掲記しております。

（2）損益計算書関係
前事業年度において、特別利益の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却益」（前事業年度35百万円）
については、重要性が高まったため当事業年度から区分掲記しております。

５．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 5,600百万円

その他見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表の「繰延税金資産の回収可能性」に同一の内容を記載しております。

６．貸借対照表に関する注記
（1）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短 期 金 銭 債 権 32,698百万円
長 期 金 銭 債 権 2百万円
短 期 金 銭 債 務 6,190百万円
長 期 金 銭 債 務 68百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 110,776百万円
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

（3）担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
建 物 4,794百万円
構 築 物 4,898百万円
機 械 及 び 装 置 16,210百万円
工 具、 器 具 及 び 備 品 459百万円
土 地 868百万円

計 27,230百万円
なお、上記のうち財団抵当に供している有形固定資産の合計額は26,725百万円であり、その種類は全てに亘って
おります。
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担保に係る債務
短 期 借 入 金 6,540百万円
１年内返済予定の長期借入金 2,940百万円
長 期 借 入 金 8,989百万円

計 18,469百万円

（４）保証債務
該当事項はありません。

７．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
売 上 高 52,149百万円
仕 入 高 等 12,012百万円
営業取引以外の取引高 1,981百万円

８．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数に関する事項
普 通 株 式 2,243,479株

９．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
繰 越 欠 損 金 1,860百万円
関 係 会 社 株 式 評 価 損 1,891
退 職 給 付 引 当 金 3,280
貸 倒 引 当 金 434
投 資 有 価 証 券 評 価 損 785
未 払 費 用 等 144
賞 与 引 当 金 178
環 境 安 全 整 備 引 当 金 345
資 産 除 去 債 務 25
そ の 他 826
繰 延 税 金 資 産 小計 9,772
評 価 性 引 当 額 △4,087
繰 延 税 金 資 産 合計 5,685

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 85
繰 延 税 金 負 債 合計 85
繰 延 税 金 資 産 の 純 額 5,600

（２）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会
計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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10．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取引金額

(百万円) 科 目 事業年度末残高
(百万円)

子会社

石原バイオ
サイエンス㈱

所有
直接 100.0％

当 社 製 品 の 販 売
役 員 の 兼 任

農薬の販売（注１） 9,330 売 掛 金 8,127
余剰資金の預り（注２） ―

預 り 金 1,332
利息の支払（注３） 10

ISK BIOSCIENCES
EUROPE N.V.

所有
直接 100.0％

当 社 製 品 の 販 売
役 員 の 兼 任 農薬の販売（注１） 16,754 売 掛 金 10,189

石原テクノ㈱ 所有
直接 100.0％

原 材 料 の 購 入
当 社 製 品 の 販 売
役 員 の 兼 任

原材料・燃料・包装材料
等の購入（注１） 6,002 買 掛 金 1,997

酸化チタン及び農薬の販
売（注１） 6,394 売 掛 金 2,490

富士チタン工業㈱ 所有
直接 100.0％

原 料 の 供 給 等
役 員 の 兼 任

原料の供給等（注１） 1,453
売 掛 金 538

利 息 の 支 払 （注 ３） 17
石原エンジニアリング
パートナーズ㈱

所有
直接 100.0％

設備の建設・修繕委託
役 員 の 兼 任 製造設備の建設（注４） 1,724 未 払 金 802

ISK BIOSCIENCES
CORP.

所有
間接 100.0％

当 社 製 品 の 販 売
役 員 の 兼 任 農薬の販売（注１） 10,411 売 掛 金 6,645

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）製品の販売及び原材料の購入については、市場価格等に基づき決定しております。
（注２）余剰資金の預りは、金銭消費預託契約に基づき実施しており、日々資金移動を行っていることから、取引金額

欄への記載は行っておりません。
（注３）利息の支払については、市場金利を勘案して利率を決定しております。
（注４）製造設備の建設については、一般の市場価格等を勘案して決定しております。

11．１株当たり情報に関する注記
１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,091円 59銭
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 192円 84銭

※１株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

純 資 産 の 部 の 合 計 額 79,774百万円
純 資 産 の 部 の 合 計 額 か ら 控 除 す る 金 額 ―
普 通 株 式 に 係 る 事 業 年 度 末 の 純 資 産 額 79,774百万円
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 38,140千株

※１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

損 益 計 算 書 上 の 当 期 純 利 益 7,623百万円
普 通 株 主 に 帰 属 し な い 金 額 ―
普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 7,623百万円
普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 39,532千株

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

13．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表の「収益認識に関する注記」に同一
の内容を記載しております。

14．その他の注記
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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